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平成22年国勢調査員を募集します
　国勢調査は５年に一度、国内に住むすべての人・世帯を対象とした大
切な調査です。平成22年国勢調査では、直面する人口減少社会において、
国と地域の今後の方向性を正しく導く羅針盤の役目を果たします。調査
を正確に実施するため、調査を支援していただける国勢調査員を次のと
おり募集します。

▼職       務＝担当調査区の確認、調査票の配布や回収など

▼活動期間＝８月下旬～ 10月下旬

▼募集調査地域＝みらい平地区、谷井田地区、板橋地区、小絹地区など

　　　　　　　　を調査できる方

▼対    　象＝20歳以上で税務・警察・選挙に直接関係のない方で、    調

　　　　　　査で知り得たことなどの秘密が保持できる方

▼報　　酬＝約４万円程度（調査世帯数によって増減あり）

▼申込締切＝６月11日㈮

▼申込方法＝国勢調査員登録申込書（市ホームページよりダウンロード

　　　　　　するか、問い合わせのうえ郵送で受け取り）を提出してく

　　　　　　ださい。

　　   伊奈庁舎企画政策課☎58‐２１１１　内線１２４３
　＜国勢調査員の主な仕事＞
　受け持ち担当地域すべての世帯を漏れなく把握して、必要な枚数の調

査票を配布し、調査票の書き方や提出方法などを説明します。

　調査票の配布後は、調査票の訪問回収や郵送提出される世帯への提出

状況の確認、期限までに提出いただけなかった世帯への訪問回収などを

行います。
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